
通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設
基本方針 基本方針 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活

を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機
能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を
図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも
のでなければならない。

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機
能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を
図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも
のでなければならない。

人員基準 管理者 常勤専従１名（資格要件無）
（ただし管理上支障がない場合、当該事業所の他職務、又
は、同一敷地内の他事業所・施設等の職務に従事可）

常勤又は営業時間帯を通じて専従１名（資格要件無）
（ただし管理上支障がない場合、当該事業所の他職務、又
は、同一敷地内の他事業所・施設等の職務に従事可）

人員基準 生活相談員 単位ごとに提供時間帯を通じて専従１名以上
社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士、
三科目主事、※ケアマネジャーとして勤務経験のあるもの
（※は滋賀県独自規定）

要件無し

人員基準 看護職員 単位ごとに専従１名以上（ただし、定員１０名以下の場合は
配置不要）

要件無し

人員基準 機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整
復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者を１名
以上

要件無し

人員基準 介護職員 単位ごとに提供時間帯を通じて専従の従業員を常勤換算
方法で以下の数確保すること。
⇒利用者が１５名以下の場合
１名以上
⇒利用者が１６名以上の場合
１５名以下の数に加えて１５人を超える部分の数を５で除し
て得た数に１を加えた数以上確保されるために必要な数
資格要件なし

単位ごとに提供時間帯を通じて専従の従業員を介護職員
の勤務述時間数を当該事業所のサービス提供時間で除し
た数で以下の数確保すること。
⇒利用者が１５名以下の場合
１名以上
⇒利用者が１６名以上の場合
１５名以下の数に加えて１５人を超える部分の数を５で除し
て得た数に１を加えた数以上確保されるために必要な数
資格要件なし

設備基準 必要な設備 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほ
か、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び
にサービス提供に必要な設備及び備品を備えること
当該設備については、原則として当該事業の専用でなけれ
ばならない。

第１号通所事業を実施するために必要な設備及び消火設
備その他非常災害に際して必要な設備を備えること。

（参考資料２） 



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

設備基準 食堂及び機能訓練室 合計面積が、利用定員×３㎡以上 合計面積が、利用定員×２㎡以上

設備基準 相談室 遮へい物の設置等プライバシーの確保 要件無し

運営基準 内容及び手続の説明及び同意 あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、利用申込者
のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した
文書を交付して懇切丁寧に説明を行い同意を得なければな
らない。

同左

運営基準 提供の拒否の禁止 正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。 同左

運営基準 サービス提供困難時の対応 自ら適切なサービスを提供することが困難な場合は、当該
利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な
他の事業者等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講
じなければならない。

同左

運営基準 受給資格等の確認 サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被
保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び
要介護認定の有効期間を確かめる。被保険者証に認定審
査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に
配慮して、介護サービスを提供するように努めなければなら
ない。

同左

運営基準 要支援認定の申請に係る援助 利用者又は利用申込者が要支援認定等を受けられるよう
適切に援助しなければならない。

同左

運営基準 心身の状況等の把握 サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そ
の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉
サービスの利用状況の把握に努めなければならない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 介護予防支援事業者等との連携 介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら
ない。

同左

運営基準 介護予防サービス費の支給を受け
るための援助

サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に
対し、法定代理受領サービスとして受けることができる旨を
説明するとともに、法定代理受領サービスを行うために必要
な援助を行わなければならない

同左

運営基準 介護予防サービス計画に沿った
サービスの提供

　ケアプランが作成されている場合は、当該計画に沿った
サービスを提供しなければならない。

同左

運営基準 介護予防サービス計画等の変更の
援助

　利用者がケアプランの変更を希望する場合は、利用者に
係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を
行わなければならない。

同左

運営基準 サービス提供の記録 サービスを提供した際は、利用者に代わって支払いを受け
るサービス費の額その他必要な事項を書面に記録し、利用
者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切
な方法により、その情報を利用者に対して提供なければな
らない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 利用料等の受領 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際
は、その利用者から利用料の一部として利用者負担分の支
払を受けなければならない。

法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との
間に不合理な差額を設けてはならない。

利用者から受けることができる次の費用の額以外の支払を
利用者から受けてはならない。又、以下の料金を受け取る
場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該
サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同
意を得なければならない。

・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域
に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
・介護に通常要する時間を超えるサービス提供であって利
用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範
囲内において、通常のサービス提供に係る居宅介護サービ
ス費用基準額を超える費用
・食事の提供に要する費用
・おむつ代
・サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活
においても通常必要となるものに係る費用であって、その利
用者に負担させることが適当と認められる費用

同左

運営基準 保険給付の請求のための証明書の
交付

法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払を受け
た場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要
と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者
に対して交付しなければならない。

同左

運営基準 利用者に関する市町村への通知 利用者が以下のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意
見を付してその旨を市に通知しなければならない。
・正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わない
ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められると
き
・偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受
けようとしたとき

同左

運営基準 緊急時等の対応 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、
速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講
じなければならない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 管理者の責務 管理者は、従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、
業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ
ればならない。

管理者は、従業者にサービスの運営に関する基準の規定を
遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない。

同左

運営基準 運営規程 以下の事項を定めた運営規程を作成しなければならない。

（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容
（３）営業日及び営業時間
（４）サービスの利用定員
（５）サービスの内容及び利用料その他の費用の額
（６）通常の事業の実施地域
（７）サービス利用に当たっての留意事項
（８）緊急時等における対応方法
（９）非常災害対策
※策定している非常災害対策の計画名（火災、風水害等）
を明記すること。
(10)その他運営に関する重要事項

同左

運営基準 勤務体制の確保等 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよ
う、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければなら
ない。

当該事業所の従業者等によってサービスを提供しなければ
ならない。

事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機
会を確保しなければならない。

同左

運営基準 定員の遵守 利用定員を超えてサービスの提供を行はならない。 同左

運営基準 非常災害対策 事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波等非
常災害に対する具体的計画を作成し、非常災害時の関係
機関への通報及び連絡体制を整備し、従業者に定期的に
周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練
を行わなければならない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 衛生管理等 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供
する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な
措置を講じなければならない。
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

同左

運営基準 事故発生時の対応 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合
は、市、利用者の家族、利用者に係る介護支援予防事業者
等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな
い。

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな
ければならない。また、事故が生じた際にはその原因を解
明し、再発生を防ぐための対策を講じなければならない。

利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発
生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな
い。

同左（施行規則の引用で規定する）

運営基準 掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤
務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する
と認められる重要事項を掲示しなければならない。

同左

運営基準 秘密保持等 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、そ
の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと
がないよう、必要な措置を講じなければならない。

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用
いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得な
ければならない。

同左（施行規則の引用で規定する）

運営基準 広告 広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なもの
となってはならない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 介護予防支援事業者に対する利益
供与等の禁止

介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特
定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、
金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

同左

運営基準 苦情処理 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に
迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための
窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

苦情を受け付けた場合は、その内容等を記録しなければな
らない。

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である
との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向
上に向けた取組を行わなければならない。

提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提
出等に応じ、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協
力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、その
指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな
い。また、その改善内容を報告しなければならない。

提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民
健康保険団体連合会が行う調査に協力し、国民健康保険
団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、その指
導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
またその改善内容を報告しなければならない。

同左

運営基準 地域との連携 事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用
者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を
行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めな
ければならない。

同左

運営基準 会計の区分 事業所ごとに経理を区分するとともに、各サービスの会計と
その他の事業の会計を区分していますか。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 記録の整備 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなけ
ればならない。

利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を
整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。
・個別サービス計画
・提供した具体的なサービスの内容等の記録
・利用者に関する市への通知に係る記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

同左

運営基準 基本取扱方針 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画
的に行わなければならない

自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、主治
医又は歯科医師とも連携を図りつつ常にその改善に努めな
ければならない。

サービスの提供にあたり単に利用者の運動器の機能の向
上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機
能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機
能の改善等を通じて、利用者ができるかぎり要介護状態と
ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す
ることを目的とするものであることを常に意識してサービス
の提供に当たらなければならない。

利用者がその有する能力を最大限活用することができるよ
うな方法によるサービスの提供に努めなければならない。

サービスの提供にあたり、利用者とのコミュニケーションを
十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体
的に事業に参加する用適切な働きかけに努めなければなら
ない。

同左



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

以下の事項を取扱方針とする。
・主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担
当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状
況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握してい
るか。

・管理者は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用
者の希望を踏まえて、サービスの目標、当該目標を達成す
るためのサービスの具体的な内容、提供を行う期間等を記
載した個別サービス計画を作成しなければならない。。

・この場合において、既に介護予防サービス計画が作成さ
れているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿っ
て作成しなければならない。

・管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、当該
個別サービス計画の内容について利用者又はその家族に
対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
　
・管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個
別サービス計画を利用者に交付しなければならない。

・個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むの
に必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、
サービスの提供方法等について説明を行わなければならな
い。

同左運営基準 具体的取扱方針



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

・介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー
ビスの提供を行わなければならない。
　
・管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供を開
始した時から、尐なくとも一月に一回、当該個別サービス計
画に係る利用者の状態、サービスの提供状況等について、
介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に
報告するとともに、当該個別サービス計画に記載したサービ
スの提供を行う期間が終了する時までに、尐なくとも一回、
当該個別サービス計画のモニタリングを行わなければなら
ない。

・管理者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を
当該指定介護予防通所介護の提供に係る介護予防サービ
ス計画を作成した介護予防支援事業者に報告しなければな
らない。

管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別
サービス計画の変更を行わなければならない。

同左

運営基準 提供に当たっての留意点 介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支
援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護
予防通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を
踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるととも
に、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口
腔)機能向上サービスの提供に当たっては、介護予防の観
点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供
しなければならない。

サービスの提供に当たっては、利用者が高齢者であること
に十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷
を伴うサービスの提供は行わないようにするとともに、次条
に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利
用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

同左

運営基準 具体的取扱方針



通所型サービスの現行の基準と改正以降の基準（案）

基準項目（大） 基準項目（小） 通所介護相当サービス（現行／Ａ６）※廃止 介護予防通所サービス（緩和／Ａ７）※新設

（参考資料２） 

運営基準 安全管理体制の確保 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が
生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引
等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図る
とともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、
緊急時の連絡方法をあらかじめ定めているか。

サービスの提供に当たっては、転倒等を防止するための環
境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する
等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負
担とならないよう努めなければならない。

サービスの提供に当たっては、利用者の体調の変化に常に
留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、
速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講
じているか。

同左


